
施設入所利用料金表（個室の場合）・・・・・《表Ⅰ＋表Ⅱ＝１ヶ月の負担合計額となります。》

表Ⅰ 要介護度区分 基本施設
サービス費

夜勤職員
配置加算

サービス提供
体制強化加算

栄養マネジメント
強化加算

在宅復帰在宅療養
支援機能加算Ⅱ 食費 居住費 利用者様の

1日の負担額
1ヶ月（31日）の

負担額
第二段階 要介護１ 788 24 22 11 51 390 550 2,136¥        66,309¥      

要介護２ 863 24 22 11 51 390 550 2,211¥        68,634¥      
要介護３ 928 24 22 11 51 390 550 2,276¥        70,649¥      

・境界層該当の方 要介護４ 985 24 22 11 51 390 550 2,333¥        72,416¥      
要介護５ 1040 24 22 11 51 390 550 2,388¥        74,121¥      

第三段階 要介護１ 788 24 22 11 51 650 550 2,396¥        74,369¥      
① 要介護２ 863 24 22 11 51 650 550 2,471¥        76,694¥      

要介護３ 928 24 22 11 51 650 550 2,536¥        78,709¥      
・境界層該当の方 要介護４ 985 24 22 11 51 650 550 2,593¥        80,476¥      

要介護５ 1040 24 22 11 51 650 550 2,648¥        82,181¥      
第三段階 要介護１ 788 24 22 11 51 1,360 1,370 3,926¥        121,799¥    

② 要介護２ 863 24 22 11 51 1,360 1,370 4,001¥        124,124¥    
・境界層該当の方 要介護３ 928 24 22 11 51 1,360 1,370 4,066¥        126,139¥    

要介護４ 985 24 22 11 51 1,360 1,370 4,123¥        127,906¥    
要介護５ 1040 24 22 11 51 1,360 1,370 4,178¥        129,611¥    

第四段階 ・市町村民税本人非課税の方 要介護１ 788 24 22 11 51 1,830 1,668 4,694¥        145,607¥    
・市町村民税本人課税の方 要介護２ 863 24 22 11 51 1,830 1,668 4,769¥        147,932¥    

要介護３ 928 24 22 11 51 1,830 1,668 4,834¥        149,947¥    
要介護４ 985 24 22 11 51 1,830 1,668 4,891¥        151,714¥    
要介護５ 1040 24 22 11 51 1,830 1,668 4,946¥        153,419¥    

●　合計金額には 【科学的介護推進体制加算Ⅰ︓月額40円】 、 【リハビリテーションマネジメント計画情報加算Ⅰ︓月額53円】 も含まれています 表Ⅱ 日額 月額（31日）

●　日常生活費には、消耗品（ペーパー類、おしぼり、石鹸、シャンプー等）が含まれています。 1,540¥        47,740¥      
●　多床室と同じ加算項目が適用されます。 1,540¥        47,740¥      

●　合計金額には【科学的介護推進体制加算Ⅰ︓月額40円】、【リハビリテーションマネジメント計画情報加算Ⅰ︓月額53円】も含まれています

３階個室

　４階
　　（竹・亀）

　４階
　　（松・鶴）

　４階（梅）

2,640¥        

2,310¥        

2,090¥        

300
300
300
300
300

300
300

２階個室

☆個室料

300
300
300
300
300
300

300
300
300
300
300
300

81,840¥      

71,610¥      

64,790¥      

・市町村民税世帯非課税であって、課税
年金収入額＋合計所得金額の合計額が
８０万円以下の方

・市町村民税世帯非課税であって、課税
年金収入額が８０万円超１２０万円
未満の方

利用者負担段階

・市町村民税世帯非課税であって、課税年
金収入額が１２０万円超の方

・市町村民税課税層における特例減額措
置の適用がある方

日常
生活費

300

介護老人保健施設　シルバーピアしきな
R7.4.1～適用


